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いわゆる「健康食品」について



いわゆる「健康食品」とは？

健康食品という法律上の定義はなく、広く健康の保持や増進のために販売
されている食品のことです。

この健康食品の中には
「保健機能食品制度」に
含まれる
特定保健用食品、
栄養機能食品、
機能性表示食品
というものがあります。

出典：消費者庁HP

人が口にするものは大きく分けて、食品と医薬品に分類されます。
健康食品は医薬品ではなく食品に分類されます。

出典：消費者庁「健康食品の
安全性と有効性について」

健康食品は医薬品と
は異なり、病気の治療
には使えません。
その違いについても
理解しましょう。

医薬品 健康食品

製品としての品質が
一定

同じ製品でも品質が
一定ではない

病気の人が対象 健康な人が対象

医師・薬剤師の管理
下で利用

選択・利用は消費者
の自由

医薬品と健康食品の３つの違い



健康食品の検査

健康食品を利用する前に・・・

当所では瘦身や強壮目的で販売されている健康
食品中に医薬品成分が含まれていないか、毎年20
品程度検査しています。

検体 粉々にしたりカプセル
から出して均一化

溶媒で抽出
希釈してLCMSMS（高速
液体クロマトグラフ質量
分析計）で分析・測定

本当に必要ですか？
現代日本では、バランスの良い食事がとれていれば、それほど不足する
栄養素はありません。

「食品」でもとり過ぎはよくありません

摂取目安を確認しましょう。
特定の成分を濃縮している食品もあるため、とり過ぎには注意が必要
です。

購入する前に自分に本当に必要かを考え、また、信頼できる情報を入手
するように努めましょう。

誰かにとって良い「健康食品」が
あなたにとっても良いとは限りません

☆食品安全委員会
☆「健康食品」の安全性・有効性情報
（医薬基盤・健康・栄養研究所）

☆厚生労働省HP
など・・・

信頼できる情報源はコチラをﾁｪｯｸ↓

健康の基本は、
バランスの良い食生活
と適度な運動・
睡眠・休養です！


